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地域におけるスポーツ団体等の数（都道府県別）

（出典）スポーツ少年団：（公財）日本スポーツ協会「令和２年度登録状況」、競技団体：スポーツ庁「地域におけるスポーツ大会・スポーツ団体等に関する調査分析」
総合型地域スポーツクラブ：スポーツ「総合型地域スポーツクラブ育成状況調査」（設置数には創設準備中を含む）、フィットネス：（株）矢野経済研究所「フィットネス施設に関する調査（2020）」
レクリエーション：（公財）日本レクリエーション協会「種目団体支部一覧関係」、中学校運動部活動：（公財）日本中学校体育連盟「令和３年度加盟校・加盟生徒数調査」を基にスポーツ庁で作成

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

北

海

道

青

森

県

岩

手

県

宮

城

県

秋

田

県

山

形

県

福

島

県

茨

城

県

栃

木

県

群

馬

県

埼

玉

県

千

葉

県

東

京

都

神

奈

川

県

新

潟

県

富

山

県

石

川

県

福

井

県

山

梨

県

長

野

県

岐

阜

県

静

岡

県

愛

知

県

三

重

県

滋

賀

県

京

都

府

大

阪

府

兵

庫

県

奈

良

県

和

歌

山

県

鳥

取

県

島

根

県

岡

山

県

広

島

県

山

口

県

徳

島

県

香

川

県

愛

媛

県

高

知

県

福

岡

県

佐

賀

県

長

崎

県

熊

本

県

大

分

県

宮

崎

県

鹿

児

島

県

沖

縄

県

スポーツ少年団
団数

競技団体
登録チーム数

総合型地域スポーツクラブ
設置教室数

フィットネス施設
設置数

レクリエーション種目
支部数

中学校
運動部活動数

• 全国に設置されているスポーツ団体等：約180,000クラブ（各学校種の運動部活動を除く）

※スポーツ団体等とは、スポーツ少年団団数、競技団体登録チーム数、総合型地域スポーツクラブ設置教室数、フィットネス施設設置数、レクリエーション種目支部数を含む。
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スポーツ少年団の数（都道府県別）

（出典）スポーツ少年団：（公財）日本スポーツ協会「令和２年度登録状況」を基にスポーツ庁で作成

• 全国に設置されているスポーツ少年団：約30,000団
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競技団体に登録しているスポーツ団体等の数（都道府県別）

（出典）競技団体：スポーツ庁「地域におけるスポーツ大会・スポーツ団体等に関する調査分析」を基にスポーツ庁で作成
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• 都道府県体育・スポーツ協会に加盟の競技団体に登録しているスポーツ団体等：約117,000クラブ
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総合型地域スポーツクラブの設置教室数（都道府県別）

（出典）総合型地域スポーツクラブ：スポーツ「総合型地域スポーツクラブ育成状況調査」（設置数には創設準備中を含む）を基にスポーツ庁で作成

• 全国に設置されている総合型地域スポーツクラブ：3,583施設、約20,000教室
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フィットネス施設の設置数（都道府県別）

（出典）フィットネス：（株）矢野経済研究所「フィットネス施設に関する調査（2020）」を基にスポーツ庁で作成

• 全国に設置されているフィットネス施設：約8,000施設
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レクリエーション種目の支部数（都道府県別）

（出典） レクリエーション：（公財）日本レクリエーション協会「種目団体支部一覧関係」を基にスポーツ庁で作成

• 全国に設置されているレクリエーション種目の支部：約5,000支部
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人口10万人当たりの地域におけるスポーツ団体等の数（都道府県別）

（出典）スポーツ少年団：（公財）日本スポーツ協会「令和２年度登録状況」、競技団体：スポーツ庁「地域におけるスポーツ大会・スポーツ団体等に関する調査分析」
総合型地域スポーツクラブ：文部科学省・スポーツ「総合型地域スポーツクラブ育成状況調査」（設置数には創設準備中を含む）、フィットネス：（株）矢野経済研究所「フィットネス施設に関する調査（2020）」
レクリエーション：（公財）日本レクリエーション協会「種目団体支部一覧関係」、総務省「令和２年国勢調査」を基にスポーツ庁で作成

• 全国に設置されている人口10万人当たりのスポーツ団体等の平均：約142クラブ

※スポーツ団体等とは、スポーツ少年団団数、競技団体登録チーム数、総合型地域スポーツクラブ設置教室数、フィットネス施設設置数、レクリエーション種目支部数を含む。
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人口10万人当たりの設置数 人口10万人当たりの設置数（全国平均）
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実践研究で受け皿となっている運営団体の内訳は、以下の通り。

地域スポーツクラブによって運営されている自治体※1が半数近くに上る。

3-（1）地域におけるスポーツ環境の整備充実方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

（運営団体数）

45

27

10

8

8

5

4

8

50400 10 20 30

行政機関（教育委員会）

地域スポーツクラブ

競技団体

民間企業

体育協会

地域部活動運営支援団体

PTA・保護者会

その他※3

※2：複数の運営団体が存在する自治体が17あり、それらを重複してカウント。そのため、運営団体数は、回答自治体数を超える

※1：実践研究の場となっていた自治体数は、103。運営団体が未定のため、未回答の1自治体を除く。

運営団体の分類（n=115※2）

※3：「その他」には、学校が7件、地域学校支援団体が1件含まれる。
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地域ごとの運営団体の内訳は、以下の通り。全ての地域で、地域スポーツクラブが

主な運営団体となっているが、政令市では民間企業が担う割合も高い。

3-（1）地域におけるスポーツ環境の整備充実方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

（運営団体数）

※1：複数の運営団体が存在する自治体が17あり、それらを重複してカウント。そのため、運営団体数は、回答自治体数を超える

※実践研究の場となっていた自治体数は、103。運営団体が未定のため、運営団体について未回答の1自治体を除く。

運営団体の分類（n=114※1）

※2：「その他」には、学校が7件、地域学校支援団体が1件含まれる。

政令市（n=13） 市区（n=62） 町村部（n=39）

38%

23%

23%

8%

8%
0%

0%

0%

32%

24%
11%

6%

6%

6%

11%

3%

51%

23%

8%

8%
3%

3%

3%

3%

地域部活動運営援団体体育協会地域スポーツクラブ 行政機関（教育委員会） 競技団体 民間企業 PTA・保護者会 その他※2

地域スポーツクラブ 地域スポーツクラブ

地域スポーツクラブ

行政機関

（教育委員会）
行政機関

（教育委員会）

行政機関

（教育委員会）

競技団体

競技団体
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スポーツ振興部局との連携状況は、以下の通り。

75%以上の自治体が、なんらかの連携を取りつつ、部活動地域移行を進めている。

3-（1）地域におけるスポーツ環境の整備充実方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

※未回答の1自治体を除く。

76%

24%

スポーツ振興部局との連携有無（n=102※）

有

無
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スポーツ振興部局との連携状況は、以下の通り。

政令市では、他と比較して、スポーツ振興部局と連携している割合が低い。

3-（1）地域におけるスポーツ環境の整備充実方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

※スポーツ振興部局との連携について未回答の1自治体を除く。

58%

42%

スポーツ振興部局との連携有無（n=101※）

85%

15%

75%

25%

政令市（n=12） 市区（n=55） 町村部（n=34）

有

無

有

無

有

無



➢ スポーツ振興投票は、スポーツ振興のための財源を確保するため、1998年（平成10年）に創設。
2001年（平成13年）から全国販売を開始。

➢ サッカー（Jリーグ、海外サッカーリーグ等）の試合結果に関するくじを独立行政法人日本スポーツ
振興センター（JSC）が発売し、試合結果と合致したくじを購入した者に、JSCが当せん金を支払う。

➢ スポーツ振興くじの販売により得られる収益によって、誰もが身近にスポーツに親しめる環境づくりから世
界の第一線で活躍する選手の育成まで、地方公共団体及びスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的
とする事業に対してJSCがスポーツ振興くじ助成金を交付。

当せん払戻金 経費
国庫

納付金

［購入場所］
くじ売り場、インターネット、コンビニエンスストア

売 上 金

国立競技場の整備等

くじ購入者
スポーツ振興くじ（toto・BIG）は、法律により19歳未満の方の購入又
は譲り受けが禁じられています。払戻金も受け取れません。

国際競技大会の開催支援

スポーツ振興
のための財源

・地域スポーツ施設整備助成
・地方公共団体スポーツ活動助成
・将来性を有する競技者の発掘・育成活動助成
・スポーツ団体スポーツ活動助成 等

・2019ラグビーワールドカップ
・2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会

等

スポーツ振興投票（スポーツ振興くじ）の概要

スポーツ振興くじ助成金

特定
金額
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361 

199 
157 149 135 

637 

897 

785 
848 827 861 

1,081 1,108 1,084 1,118 
1,080 

948 938 
1,017 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（億円）

71 

16 2 1 1 1 15 
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160 161 162 166 
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61 
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102 
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

国庫納付額

助成財源

収益（助成財源・国庫納付金）の推移

5,780 

2,435 

553 244 111 79 
949 

6,045 
8,978 

13,398 

16,386 

14,344 
14,543 

16,637

22,007 

17,456 

22,294

26,653 

14,026 

15,883 
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5,000

10,000

15,000
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25,000

30,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

※ R2年度以前は確定額、R3年度は配分額

助成金額の推移
（億円）

（百万円）

スポーツ振興くじの売上金の推移
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大規模スポーツ施設整備助成
国際的又は全国的規模のスポーツの競技会等を開催するための大規模スポーツ施設の整備に対して助成することにより、我が国のスポーツに関

する競技水準の向上及び国際競技大会等の開催が可能となる拠点施設の整備の促進を図ることを目的としています。

地域スポーツ施設整備助成
グラウンドの芝生化やスポーツ競技施設等の整備等の事業に対して助成することにより、地域における身近なスポーツ施設の整備の促進を図る

ことを目的としています。

助成対象者 助成対象経費の限度額 助成割合 助成金の限度額

天然芝生化新設

人工芝生化新設

天然芝生化改設

人工芝生化改設

2,000千円 1,333千円

下限　30,000,001円

上限　 150,000千円
100,000千円

天然芝維持活動

スポーツ競技施設等の整備

学校開放事業によるスポーツ活動に

供する施設等の整備

スポーツ競技施設の大規模改修等

助成対象事業

芝生化新設

芝生化改設

スポーツ施設等

整備事業

グラウンド

芝生化事業
30,000千円

60,000千円    　4/5

　1 都道府県

　2 市町村

　3 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出した

　　スポーツ団体

　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び

　　指定都市体育・スポーツ協会

下限　10,000千円

上限　30,000千円
20,000千円

　1 都道府県

　2 市町村

40,000千円    　3/4

48,000千円

   　2/3

助成対象者
助成対象経費

の限度額
助成割合

助成金の

限度額

改修・改造

　1 都道府県

　2 市町村（特別地方公共団体

　　を含む。以下同じ。）

1開催年度当たり

7億円

（2か年度合計）

 3/4

1開催年度当たり

5.25億円

（2か年度合計）

助成対象事業

国民体育大会冬季大会競技会場整備事業

令和４年度スポーツ振興事業助成ガイド（令和４年１月 JSC）より
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総合型地域スポーツクラブ活動助成
総合型地域スポーツクラブの創設及び活動事業等に対して助成することにより、地域における運動・スポーツ活動の拠点であり地域住民の交流

の場となる総合型地域スポーツクラブの創設及び育成の促進を図ることを目的としています。

助成対象事業 助成対象者 助成対象期間
助成対象経費

の限度額
助成割合

助成金

の限度額

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 　市町村

総合型地域スポーツクラブ創設事業 　市町村

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業 　市町村
下限　  400千円

上限　2,400千円

総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業 　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ
下限　0,750千円

上限　2,400千円

総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援

事業
　市町村

総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業 　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ
助成初年度から

継続8か年度

クラブアドバイザー等配置事業 

　1 都道府県

　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体

　3 都道府県体育・スポーツ協会

当該年度 上限　5,000千円 4,500千円

助成初年度から

継続5か年度

上限　2,160千円

  9/10

1,944千円

助成初年度から

継続2か年度又は

クラブ設立の日までの

いずれか短い期間

下限　  400千円

上限　1,200千円
1,080千円

2,160千円

令和４年度スポーツ振興事業助成ガイド（令和４年１月 JSC）より
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地方公共団体スポーツ活動助成
地方公共団体が地域住民等を対象に、スポーツへの参加とその継続を推進するために行う事業に対して助成することにより、地域スポーツ活動

の活性化を図ることを目的としています。

地域スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

都道府県又は指定都市 15,000 千円 12,000 千円

指定都市を除く市町村 10,000 千円 8,000 千円

助成対象経費

の限度額

助成金の

限度額

助成対象者
助成対象経費

の限度額
助成割合

助成金の

限度額

地域スポーツ活動推進事業

ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催
下限　　  750千円

上限 　※下表参照

イ スポーツ指導者の養成・活用
下限　　  400千円

上限 　※下表参照

ウ スポーツ情報の提供
下限　  　400千円

上限 　※下表参照

エ 大型スポーツ用品の設置 上限　　7,500千円 6,000千円

　都道府県 上限　150,000千円 3/4 112,500千円
国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業

（スキー競技会、スケート・アイスホッケー競技会）

助成対象事業

　1 都道府県

　2 市町村
4/5

下表参照

令和４年度スポーツ振興事業助成ガイド（令和４年１月 JSC）より
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スポーツ団体スポーツ活動助成 ＜スポーツ活動推進事業＞

スポーツ団体がスポーツの振興のために行う事業に対して助成することにより、生涯にわたる豊かなスポーツライフのための環境づくりと、競技水準の

向上を図ることを目的としています。

助成対象者
助成対象経費

の限度額
助成割合

助成金の

限度額

スポーツ活動推進事業

ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催
下限　　  750千円

上限 　※下表参照

イ スポーツ指導者の養成・活用
下限　　  400千円

上限 　※下表参照

ウ スポーツ情報の提供
下限　  　400千円

上限 　※下表参照

エ 新規会員獲得事業
下限　  　400千円

上限　  　900千円
720千円

オ マイクロバスの設置 上限　　5,000千円 4,000千円

助成対象事業

　1 JSPO

　2 JOC

　3 日レク

　4 JPSA

　5 JADA

　6 JSAA

　7 1、2又は3の加盟団体

　8 法人格を有する４又はJPCの加盟団体

　9 1～8以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人

4/5

下表参照

助成対象経費

の限度額

助成金の

限度額

JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県体育・スポーツ協会を除く。）

JOC及び同団体の加盟団体

日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA

20,000千円 16,000千円

都道府県体育・スポーツ協会

日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）

非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）

15,000千円 12,000千円

上記以外の非営利法人であるスポーツ団体

法人格を持たない都道府県レクリエーション協会
4,500千円 3,600千円

別表

スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

令和４年度スポーツ振興事業助成ガイド（令和４年１月 JSC）より
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令和４年度スポーツ振興事業助成ガイド（令和４年１月 JSC）より
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1

令和４年度スポーツ振興事業助成ガイド（令和４年１月 JSC）より
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資料２関係
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地域における指導者の数（都道府県別）

（出典）スポーツ少年団：（公財）日本スポーツ協会「令和２年度登録状況」、競技団体：スポーツ庁「地域におけるスポーツ大会・スポーツ団体等に関する調査分析」
総合型地域スポーツクラブ：スポーツ庁「総合型地域スポーツクラブ育成状況調査」（設置数には創設準備中を含む）
障がい者スポーツ：（公財）日本障がいスポーツ協会「各都道府県・指定都市別、ブロック別日本障がい者スポーツ協会公認指導者登録者数」
レクリエーション：（公財）日本レクリエーション協会「種目団体支部一覧関係」 、中学校運動部活動：（公財）日本中学校体育連盟「令和３年度加盟校・加盟生徒数調査」を基にスポーツ庁で作成

全国の地域におけるスポーツ指導者数：約590,000人
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スポーツ少年団指導者数 競技団体登録チーム指導者数 総合型地域スポーツクラブ指導者数 障がい者スポーツ指導者数 レクリエーション指導者数※1 ※2

※1 群馬県については未回答のため実数無し
※2 障がい者スポーツ指導者数については、日本障がい者スポーツ協会公認指導者の都道府県別登録者数を計上
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人口10万人当たりの地域におけるスポーツ指導者の数（都道府県別）

• 人口10万人当たりのスポーツ指導者の平均：470人
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（出典）スポーツ少年団：（公財）日本スポーツ協会「令和２年度登録状況」、競技団体：スポーツ庁「地域におけるスポーツ大会・スポーツ団体等に関する調査分析」
総合型地域スポーツクラブ：スポーツ庁「総合型地域スポーツクラブ育成状況調査」（設置数には創設準備中を含む）

障がい者スポーツ：（公財）日本障がいスポーツ協会「各都道府県・指定都市別、ブロック別日本障がい者スポーツ協会公認指導者登録者数」
レクリエーション：（公財）日本レクリエーション協会「種目団体支部一覧関係」 、中学校運動部活動：（公財）日本中学校体育連盟「令和３年度加盟校・加盟生徒数調査」を基にスポーツ庁で作成
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24Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

実践研究における指導者の属性は、以下の通り。地域指導者が最も多く、

半数ほどの自治体で、兼業兼職の教員が指導者として任用されている。

3-（2）地域におけるスポーツ指導者の質・量の確保方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

71

45

16

12

12

11

9

5

5

8

800 6020 40

教員（兼業兼職）

地域指導者

（総合型クラブ・競技団体・体育協会等）

社会人

大学生

退職教員

部活動指導員

公務員（行政・消防・警察等）

民間指導者

（フィットネスクラブ、プロクラブチーム、個人事業主等）

保護者

無職（定年退職者など）

その他※2

39

※1 ：自治体数103のうち、指導者の属性について未回答の3自治体を除く。ただし、１つの自治体内で任用している指導者が複数に渡るケースがあるため、自治体数を超えるn数となる。

：なお、1つの自治体内において、属性ごとの指導者数が不明。そのため、あくまでも1つの自治体内における属性の数を集計しており、本データは指導者数ではない点に留意。

例）回答内容：指導者数5名（学校職員、公務員）⇒集計方法：学校職員１，公務員1

（指導者の属性数）

指導者の属性（n=233※1）

※2 「その他」には、「外部指導者」「スポーツエキスパート」「地域住民」といった回答を含む。



25Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

実践研究における指導者の属性は、以下の通り。

政令市では、属性の偏りが少なく、多様な属性によって指導が担われている。

3-（2）地域におけるスポーツ指導者の質・量の確保方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

※1 ：自治体数103のうち、指導者の属性について未回答の3自治体を除く。ただし、１つの自治体内で任用している指導者が複数に渡るケースがあるため、自治体数を超えるn数となる。

：なお、1つの自治体内において、属性ごとの指導者数が不明。そのため、あくまでも1つの自治体内における属性の数を集計しており、本データは指導者数ではない点に留意。

例）回答内容：指導者数5名（学校職員、公務員）⇒集計方法：学校職員１，公務員1

（指導者の属性数）

指導者の属性（n=231※1）

政令市（n=27） 市区（n=123） 町村部（n=81）

※4 「その他」には、「外部指導者」「スポーツエキスパート」「地域住民」といった回答を含む。
※3 「民間指導者」とは、フィットネスクラブ・プロクラブチーム・個人事業主等の指導者を指す。
※2 「地域指導者」とは、統合型クラブ・競技団体・体育協会等の指導者を指す。

19%

11%

19%22%

4%

11%

7%
4%

0%

0%

4% 29%

21%
17%

5%

7%

5%

5%

6%

4%

1%

2%

37%

20%

16%

5%

6%
2%

2%

2%

4%

4%1%

退職教員地域指導者 社会人

教員（兼業兼職） 大学生 無職（定年退職者など）部活動指導員

公務員（行政・消防・警察等） 保護者

民間指導者

その他

地域指導者

教員

社会人

地域指導者

教員社会人

地域指導者

教員

社会人大学生
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実践研究における指導者確保の方法は、主に以下のように分類ができる。

3-（2）地域におけるスポーツ指導者の質・量の確保方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

以前からの

指導者の

継続任用

スポーツ

関係団体

との連携

部活動指導員・外部指導者の任用

兼業兼職の部活動顧問の任用

競技団体による紹介

地域スポーツクラブによる紹介

指導者確保の方法 概要

• 地域移行前から、各学校の部活動において指導に係っていた指導者を継続

的に確保している。

• スポーツ関係団体等を経由せず、学校長や部活動顧問などの個人的な人脈

を通じて指導者を確保している。

• 一部の自治体では、学校ではなく教育委員会の人脈を活用している事例も

見られる。

• 新たに指導者を確保するため、地域クラブ・競技団体・体育協会など、地域ご

とのスポーツ関係団体を通じて指導者を紹介してもらい、指導者として確保し

ている。

• 一部の自治体では、統合型スポーツクラブが窓口となって各競技団体と連携

し、指導者を確保している事例も見られる。

• 大学運動部や民間企業などの外部スポーツチームから指導者を確保している

例もみられる。

• 新規に人材を探すため、求人広告やハローワークを活用して人材を確保してい

る。

• 一部の自治体では、人材バンクを活用した事例も見られる。

大学運動部からの推薦

教育委員会の人脈

学校関係者の人脈

求人募集・ハローワークへの掲載

個人的な

人脈の

活用

求人活動

人材バンクの活用

：特に多く見られた方法

体育・スポーツ協会による紹介

企業チームからの派遣
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実践研究における指導者確保の方法内訳は、以下の通り。

地域スポーツクラブを通して指導者を確保している自治体※1が多い。

3-（2）地域におけるスポーツ指導者の質・量の確保方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

（運営団体数）

34

24

23

17

8

5

4

3

3

1

1

12

0 10 4020 5030

地域スポーツクラブによる紹介

求人募集・ハローワークへの掲載

競技団体による紹介

部活動指導員・外部指導者の任用

兼業兼職の部活動顧問の任用

人材バンクの活用

教育委員会の人脈

その他

大学運動部からの推薦

企業チームからの派遣

学校関係者の人脈

体育・スポーツ協会による紹介

※2：複数の確保方法を活用している自治体が23あり、それらを重複してカウント。そのため、運営団体数は、回答自治体数を超える。

※1：実践研究の場となっていた自治体数は、103。運営団体が未定のため、未回答の4自治体を除く。

運営団体の分類（n=135※2）



資料３関係
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学校体育施設

113,054 箇所

（60.4%）

大学・高専体育施設

6,122 箇所（3.3%）

公共スポーツ施設

51,611 箇所

（27.6%）

民間スポーツ施設

16,397 箇所

（8.8%）

学校体育施設

24,399 箇所

（ 82.3%）大学・高専体育施設

227 箇所

（0.8%）

公共スポーツ施設

3,586 箇所

（12.1%）

民間スポーツ施設

1,428 箇所

（ 4.8%）

水泳プール施設数（平成30年10月1日現在）

• 我が国の体育・スポーツ施設全体の中で、学校体育施設が約6割を占めています。水泳プール、体育館、多目的
運動場といった主要な施設種別では約８割を占めています。

• 地域におけるスポーツの場として、学校体育施設の有効活用を一層進めることが重要となっています。

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」

※「学校体育施設」とは、公（組合立を含む）私立（株式会社立を含む）の小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校の体育・スポーツ施設を指す。

我が国の体育・スポーツ施設における「学校体育施設」の状況

学校体育施設

31,546 箇所

(75.7%)
大学・高専体育施設

1,197 箇所（2.9%）

公共スポーツ施設

8,650 箇所

（20.8%）

民間スポーツ施設

289 箇所（0.7%）

体育館施設数（平成30年10月1日現在）

学校体育施設

28,957 箇所

（75.9%）大学・高専体育施設

615 箇所（1.6%）

公共スポーツ施設

8,425 箇所

（22.1%）

民間スポーツ施設

176 箇所（0.5%）

多目的運動場施設数（平成30年10月1日現在)

我が国の体育・スポーツ施設数（平成30年10月1日現在）
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学校体育施設の開放状況

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」

※公立小中学校の体育館を対象として、開放事業実施率の推移を示している。
※公（組合立を含む）立小･中･高等学校を対象とする。

69.5

81.7
84.3

89.5 91.1 92.6 93.5 94.5 96.7

0

20

40

60

80

100

学校体育施設（体育館）開放率の推移
（％）

• 我が国の学校体育施設の開放率は年々増加しており、既に高い水準。

• 施設種別毎にみると、屋外運動場の約８割、体育館の約９割が地域に開放されており、いずれも高い水準。

• 学校種別毎にみると、小学校が高く、次いで中学校、高等学校となっています。

（％）

施設種別・学校種別毎の開放状況（平成29年度）

30

24.2 

9.2 

46.6 

50.6 

20.2 

9.8 

75.6 

75.6 

33.7 

30.5 

97.8 

89.8 

0 20 40 60 80 100

屋外テニスコート

水泳プール

体育館

屋外運動場

小学校 中学校 高等学校
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38.4%

9.4%

15.1%

55.1%

1.3%

17.9%

59.5%

5.0%

0 50 100

屋外テニスコート

学校体育施設の開放頻度

58.3%

13.3%

14.6%

76.2%

2.7%

11.1%

76.9%

1.7%

0 50 100

年間通じ
定期的に

曜日を決めて
開放

夏・冬期
長期休暇中

不定期

屋外運動場

月～金

土

日

年間30日以上

年間15～29日

年間14日以下

年間10日以上

年間9日以下

（％）

83.2%

14.4%

14.6%

79.0%

2.5%

7.7%

75.2%

1.1%

0 50 100

体育館

6.7%

11.9%

9.2%

4.3%

22.0%

4.6%

4.3%

46.3%

0 50 100

水泳プール

• 開放している学校体育施設のうち、屋外運動場と体育館は、年間を通じ定期的に曜日を決めて開放している施
設の割合が約８割と高い水準。

• 水泳プールは、約半数の施設が長期休暇中の限られた日数（年間14日以下）での開放。

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」

※開放事業を行っている公（組合立を含む）立小･中･高等学校体育施設の施設種別総数に対する割合。
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学校開放の対象・業務運営形態

自校の児童・生徒のみ

1%

学区内のみ・

団体のみ

14%

学区内のみ・

個人も可

2%

学区外も可・団体のみ

60%

学区外も可・

個人も可

23%

学校開放の対象（公立小中学校の体育館、平成29年度）

• 学校開放の対象は事前に登録された団体限定である施設が多く、学区外も可という施設も多くなっています。

• 学校開放の業務運営形態は、教育委員会、運営委員会など委員がそれぞれ約３割、開放校が約２割となって
います。

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」

32

開放校

24%

教育委員会

34%

運営委員会など

委員

29%

委託先の民間企

業、スポーツ団体

7%

その他 6%

学校開放の業務運営形態（公立小中学校の体育館、平成29年度）



学校体育施設の開放に関する課題

0

10

20

30

40

50

学校体育施設開放の課題（市区町村・複数回答可、平成29年度）

費用に関すること

（％） 管理に関すること

• 学校体育施設の開放に関する課題については、学校開放の管理（利用予約・調整手続き、鍵の管理など）や
費用に関することが課題として挙げられています。

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」
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• 誰もが日常的にスポーツに参画することのできる機会の確保（スポーツ基本法、第２期スポーツ基本計画）

• スポーツを通じた健康寿命の延伸に対する強い期待（スポーツ実施率向上のための行動計画・中長期的施策）

• スポーツ施設の老朽化や財政難、人口減少等への計画的な対応（スポーツ施設のストック適正化ガイドライン）

スポーツ施設の約6割を占める学校体育施設について官民連携等の工夫を図り如何に活用していくかが重要

学校体育施設の有効活用に関する手引き（令和２年３月）の概要

背
景
・
目
的

ポ
イ
ン
ト
・
有
効
活
用
方
策
（
参
考
事
例
）

⑤新改築・改修時の留意点

②安全・安心の確保

①学校体育施設をより広く利用してもらうための目的の明確化

③持続可能な仕組みづくり ④利用しやすい環境づくり

学校体育施設の有効活用に向けた検討・実施の際のポイントや参考事例を、
目的（モチベーション）・ 運営（ソフト）・ 施設（ハード）の観点から５項目に整理し、自治体担当者向けに提示。

地域のスポーツ環境充実、児童生徒への好影響、地域社会との連携推進等、施設活用の目的を幅広く検討し明確化する

■誰もが気軽にスポーツに親しめる社会へ ■地域で見守る学校施設（学校体育施設）へ

動線の分離等により児童生徒の安
全を確保するとともに、リスク分担など安
全安心確保のための体制を整備する

◼一般利用者と児童生徒の動線を分
離する工夫

◼安全・安心確保のための体制整備

業務・事業としての明確化や、学校教育に
支障ない範囲の指定管理等の工夫を図る

◼業務・事業としての明確化
◼学校や行政からの外部化
◼民間事業者等が参画しやすい環境づくり
◼適切な受益者負担の仕組みづくり

利用日時や利用可能な対象者、実
施可能な競技種目など、多様なスポー
ツ活動のニーズに対応し、ＩＣＴも利用
して学校体育施設を最大限活用する

◼学校体育施設の多様な利用推進
◼ＩＣＴを活用した利便性の向上

新改築・改修時には、地域のスポーツ施設として機能、仕様等を検討（複合化、バリアフリー化やユニバーサルデザインへの配
慮等）するとともに、PPP/PFI等の事業手法の導入についても検討する

■地域スポーツ施設としての整備 ■PPP/PFI事業の導入 ■学校開放事業を前提とした施設水準の確保

※学校・施設種別ごとの傾向も踏まえた一般的な留意事項もあわせて整理
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スポーツ庁参事官（地域振興担当）
03-6734-3773（施設企画係）

③持続可能な仕組みづくり（抜粋）

• 官民連携での学校開放事業の推進は、担い手となる民間事業者等に
とっての事業参画のメリットがなければ困難である。

• 業務範囲の拡大、対象施設の包括化、民間による自主事業の実施条
件の緩和や利用枠の確保など、民間事業者等が学校開放事業に参入
しやすい環境整備が求められる。

• 学校体育施設の民間事業者等による有効活用を促進するためには、民
間提案制度（民間事業者等から事業や手法の提案を受けるもの）など
を活用することも考えられる。

民間事業者等が参画しやすい環境づくり3

類型 主な要望・意見

利活用しやす
い施設とする
こと

• 水泳プールについて、温水プールでなく簡易なものでも屋内化ができれば、
利活用期間を延ばすことができる。

• 施設管理やセキュリティの機械化、自動化を図ることができると、管理コスト
を抑制した管理運営が可能となる。

柔軟なプログ
ラム等の提供

• 最も重要なのはプログラムの提供である。一定枠を確保しておかないと、運
営会社も参入しづらい。

• 総合型地域スポーツクラブが学校体育施設の管理をし、クラブのプログラム
などが展開出来るとよい。

適正な利用
料金の徴収

• 管理者の人件費に充てられる程度の利用料金は徴収する必要がある。
• それによって、担い手の確保、人員の雇用なども可能となる。

他の施設・業
務との包括的
な委託

• 近隣エリアをまとめて一つの団体・組織が受託することで、スケールメリットが
出る。特に学校プールについては老朽化が進んでいるため、集約化を進めた
ほうが管理コストが低減できる。

• 部活動の支援、学校体育の授業の支援などと合せて、学校の管理や開放
事業の実施が行えると良い。

民間の提案
を柔軟に受け
る環境づくり

• 民間事業者のモチベーションを阻害しないよう、その独自のやり方を許容す
るようなフレキシブルさを持つべきではないか。

• 民間事業者からの提案を受け止めて取組みを検討する対話型の官民連
携事業を進めていくべき。

学校や行政からの外部化2

• 学校施設開放事業の運用においては、教育委員会や学校に利用調整や
鍵の管理などの負担がかかっている状況も見受けられる。

• そのため、学校教育に支障のない範囲で、学校開放事業における運営に
ついて、指定管理者制度や業務委託等を活用し、民間事業者や総合型
地域スポーツクラブ、地域団体等に委ねていくことを検討することが望ましい。

• 学校開放事業において指定管理者制度を活用する場合には、各自治体
において「学校施設使用条例」等を制定し、学校開放事業における指定
管理者制度の適用を位置づけることが必要である。

学校体育施設を活用する事業について民間からの主な要望・意見

調整会議等を行う
クラブハウス内部の様子

久留米市

NPO法人ウェブスポーツクラブ21西国分

学校開放に係る
管理運営業務を委託

利用調整や情報共有の
場として運営

・各登録団体の代表者
・開放校の教頭
・まちづくり委員会（校区コミュニティ団体）の代表者

施設開放委員会

※このほかにもクラブでは西国分小学校のナイター照明の管理、
近隣市町村の小学校での体育支援、高齢者向け健康指導等
を実施

久留米市の総合型地域スポーツクラブへの委託スキーム参考事例

• 久留米市では、市立学校施設の開放に関する規則において、総合型地域スポーツク
ラブに開放業務を委託してよい旨を規定。3つのクラブが学校開放の管理運営を行っ
ている。

• 学校からは教頭等の管理職が毎月の調整会議に出席するが、調整会議の準備や進
行はクラブが実施。利用調整や利用者への指導もクラブが行っており、学校の負担は
比較的軽い。

参考
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スポーツ庁参事官（地域振興担当）
03-6734-3773（施設企画係）

④利用しやすい環境づくり（抜粋）

• 学校施設開放事業の利用については、利用手続き等が一般にわかりにく
いといった指摘があることから、施設の稼働率を高めるためにも、ＩＣＴを
活用することにより、予約や申し込みの方法、空いている時間等の情報を
広く開示し、柔軟な利用予約等が行える環境を整備することが効果的と
考えられる。

• また、維持管理にかかる負担軽減の観点からは、電子錠の設置やセキュリ
ティシステムの導入など、ＩＣＴを活用した新たな技術の導入を検討する
ことが考えられる。

ＩＣＴを活用した利便性の向上２学校体育施設の多様な利用推進１

• 現在の学校体育施設は、一般利用を認めている場合でも、事前に登録さ
れた団体による利用を条件としているケースが多いが、スポーツ参画人口の
拡大のためには、団体登録の手続きを簡素化したり、個人が気軽に利用
できるような環境を整えていくことが必要である。

• 個人利用の促進においては、学校施設を個人に利用してもらう際のコー
ディネート機能を果たす民間事業者等や総合型地域スポーツクラブ、地域
団体等が関与することが望ましい。

• また、幼児の遊び場、児童生徒の放課後の居場所など、地域のニーズを
踏まえて、多様な利用を検討していくことが求められる。

• 施設の有効活用やスポーツ参画人口拡大の観点からは、現在は制限され
ていることの多い民間事業者等によるプログラム提供などの利用についても、
例えば地域の団体による使用がない場合に限定する、営利事業と非営利
事業で利用料に差をつけるなど、一定のルールのもとで受け入れることを検
討することが望ましい。

• 民間事業者等の事業を認めることで、財政負担の軽減への寄与や、市民
のスポーツ参加を促す民間ノウハウの活用などが期待できる。

横浜市の学校開放予約管理システム

民間事業者等活用の位置づけ参考

参考事例
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学校における働き方改
革に関する取組の徹
底について
（平成31年3月18
日30文科初第1497
号文部科学事務次官
通知）

２．（２） ⑦
（前略）学校施設の地域開放に当たっては，地域
の実態に応じ，コミュニティ・スクール（学校運営協議
会制度）等の活用，教育委員会による一元的な管
理運営，業務委託や指定管理者制度による民間事
業者等も活用した官民連携等の工夫により，管理
事務における学校や教師の負担軽減を図りつつ，地
域の財産である学校施設の地域開放を推進すること。

【なかまなび | 横浜市学校開放予約管理システム】

• 横浜市の学校開放事業は、市民利用施設とは異なり、地域住民や登録団体が中
心となって「文化・スポーツクラブ」を組織し、自主・自立的に運営。

• 利用を希望する団体等は、希望する学校の文化・スポーツクラブ登録団体となること
が必要。利用団体登録申請書に必要事項を記入し、希望する学校の文化・スポー
ツクラブに提出。

• その後、パスワード等の発行が行われ、「なかまなび」から利用予約等を実施。
• 文化・スポーツクラブは、管理者画面から、予約申請状況等を確認することができ、学

校開放事業の利用調整の合理化を図ることができる。



【事例】教育委員会による一元的な情報の集約（福岡県福岡市）
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取

組

概

要

取組内容

背景・経緯

新規に学校開放を利用する団体の登録手続については教育委員会が一元的に実施。
利用調整については、各校に設置された「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会
議」にて日程を検討した後、空いている利用枠については教育委員会が使用申込を受
け付ける。各校で実施可能な種目や、施設利用時の詳細なルール等についても教育
委員会にて把握している。

以前は学校施設に関する業務の所管が市民局（学校プール開放事業、校庭夜間
開放事業（ナイター照明管理等）、学校体育館開放事業）と教育委員会（目的
外使用許可）に分かれていたが、一本化。教育委員会は日頃から学校とのやり取り
が多いため、円滑に業務を実施することが可能。

取組体制
市立小中学校等の校庭、講堂兼体育館、柔剣道場を開放。利用団体登録や各校
での調整会議後の利用調整は教育委員会が一元的に実施。

施

設

概

要

対象施設

原則として全ての市立小中学校、高等学校、特別支援学校で実施（高等学校、
特別支援学校については、学校教育に支障のない範囲で開放を行うこととし、学校
が直接使用許可手続を実施）。
（備考）福岡市内の小中学校数

小学校：143校（うち15校に夜間照明あり）
中学校：69校（うち50校に夜間照明あり）



【事例】学校開放プールの管理･運営に指定管理者制度を導入（愛知県一宮市）

取

組

概

要

取組内容

背景・経緯

一宮市立学校施設使用条例において、指定管理者に学校プールの管理を行わせるこ
とができる旨規定。現在指定管理者が開場期間中のプールの使用許可（受付）、
維持管理、清掃等の業務を実施している。
学校開放プールの利用料は無料であり、個人利用のみ。開場日時は市立小中学校
の夏季休業日の9:30～12:00、13:00～17:00である。

一宮市（特に旧一宮市域）には「連区」というコミュニティの単位がある。学校開放
プールは市の温水プール等よりも身近な、連区のプールとして市民に認識されていると
考えられる。
また、一宮市では以前から温水プールの管理と学校開放プールの管理運営業務を一
括してスポーツ施設管理公社が行っていた。

取組体制
市内13箇所の学校開放プールを、他の通年開業施設や夏季開業施設と一括して指
定管理者が管理（市立小学校42校中７校、市立中学校19校中6校で実施）。

施

設

概

要

学校名 施設内容 竣工年 学校名 施設内容 竣工年 学校名 施設内容 竣工年

1 南部中学校 25m×15m（7コース） 昭和37年 6 千秋中学校 25m×16m（8コース） 平成15年 11 今伊勢小学校 25m×16m
（高学年用10.6m 6コース、低学年用5.4m）

平成3年

2 北方中学校 25m×16m（8コース） 平成5年 7 葉栗小学校 25m×15m（7コース） 昭和33年 12 神山小学校 25m×16m
（高学年用10.6m 6コース、低学年用5.4m）

昭和49年

3 大和中学校 25m×15m（7コース） 昭和33年 8 西成小学校 25m×16m
（高学年用10.6m 6コース、低学年用5.4m）

平成7年 13 富士小学校 25m×16m
（高学年用10.6m 6コース、低学年用5.4m）

昭和55年

4 奥中学校 25m×16m（8コース） 昭和53年 9 丹陽小学校 25m×16m
（高学年用10.6m 6コース、低学年用5.4m）

昭和58年

5 萩原中学校 25m×16m（8コース） 昭和59年 10 浅井南小学校 25m×16m
（高学年用10.6m 6コース、低学年用5.4m）

平成3年

一宮市教育委員会

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ
（指定管理者）

指定管理者の
公募・選定

21施設を一括して
管理･運営

※指定期間は5年間

● 通年開業施設
一宮市温水プール、テニス場、光明寺公園球技場

● 夏季開業施設
学校開放プール（13箇所）、一宮市尾西プール、
都市公園プール（4箇所）

対象施設
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【事例】学校開放の管理運営と校務員業務の一体的な実施（神奈川県川崎市）

39

取

組

概

要

取組内容

背景・経緯

市立学校４校について学校施設有効活用事業を受託。施設開放運営委員会会議
の開催と運営、利用調整、安全管理、教育委員会への提出資料作成等を実施して
いる。４校中２校では学校施設地域管理業務（用務員業務）も受託。2つの業務
を併せて実施することは、施設管理の人員を確保するだけでなく、学校と地域コミュ
ニティとの信頼関係構築にも寄与している。学校開放の年間延べ利用人数は、11
年間で約１万人から約７万人に増加した。

SELFが学校開放の管理運営を行うようになった当初、既に利用枠はほぼ埋まっている
状態であったが、３年分の利用状況を精査。複数団体が共同利用する等してより効
率的に活用できる時間帯を洗い出し、新規団体の利用枠を確保した。SELFが学校
と利用団体の橋渡し役になる等して利便性が向上したことで、次第に既存団体にも納
得いただけるようになった。

取組体制
NPO法人高津総合型スポーツクラブSELFが、市立学校４校の学校開放管理及び
２校の校務員業務を川崎市教育委員会の委託を受けて実施

施

設

概

要

高津中学校の学校開放事業の様子

川崎市教育委員会

委託

（開放運営委員会運営等）

・高津中学校
・久本小学校

・東高津中学校
・坂戸小学校

学校施設有効活用事業

（用務員業務等）

・高津中学校
・久本小学校

学校施設地域管理業務

一部学校においては2つの業務を
一体的に実施

NPO法人高津総合型スポーツクラブSELF



再委託

• 「学校体育施設の有効活用の手引き」を踏まえ、行政の負担軽減だけでなく、適切な料金設定、民間のノウハウを
活かした事業性の高い運営の導入なども含めた持続可能な仕組みのモデル事例を実証研究を通じて構築するもの。

• 令和２年度は以下の３団体を採択。令和３年度は４団体で実施中。

スポーツ庁参事官（地域振興担当）
03-6734-3773（施設企画係）

学校体育施設の有効活用推進事業

スポネット弘前
（青森県、総合型地域スポーツクラブ）

チャレンジゆうAchi
（長野県、総合型地域スポーツクラブ）

スポーツデータバンク沖縄
（沖縄県、株式会社）

過疎地域小規模校の学校体育施設の広域連携し
た有効活用による、全世代のスポーツ実施率向上

• 部活動の減少により子供のスポーツ実施率が低く、成
人のスポーツ施設利用も少ない、弘前市河西地区
（小学校8校、中学校4校）を対象に実施。

• 全ての世代がスポーツに親しめる環境づくりを目指し、学
校体育施設を有効活用する官民連携の仕組みを検
討。

• 将来的には学校体育施設を拠点としたソフト事業も提
供予定。

• スポネット弘前を中心に、弘前市スポーツ振興課、教育
委員会、河西地区小中学校、スポーツ少年団・部活
動関係者、地区体育協会、町内会等で運営委員会・
実行委員会を組織。

総合型地域スポーツクラブによる学校体育施設の
有効活用（部活動後の活動支援等）

• 現在開放している学校体育施設（中学校体育館）
を活用したスポーツプログラムの充実。

➢ 中学校部活動後の「阿智中クラブ」新設

➢ 新規利用者獲得のため、ニーズ分析を踏まえた
スポーツ教室の改善・拡充

➢ 指導者や保護者の指導力向上

• 中学校体育館の施設管理手法の検証・改善。

• チャレンジゆうAchiが主体となり、委託事業推進委員
会（教育委員会、中学校関係者、スポーツトレーナー、
大学教授等）の助言を受けながら実施。調査研究業
務等を日本総研に再委託。

ICTを活用した学校体育施設の有効活用モデルの
実証及び効果検証

• うるま市内の実証フィールドとしてモデル校を選定し、民
間事業者による学校施設を活用した幅広い世代向け
のスポーツイベントを開催。

• イベント開催予約や参加予約等の「予約管理」や「鍵
の管理」においてICTを活用。

• 実証結果をもとに、ICTを活用した管理システムの導入
やスポーツ事業者からの収入（施設使用料）等を踏
まえた、全体の費用対効果の検証。

• うるま市、教育委員会、学校長、体育協会、民間事
業者等で構成された有識者会議を設置。

スポ

ネット

弘前

弘前
市

小中
学校

体育
協会

部活
動等

業務委託の検討

安全確保体制
の整備

地域住民のための
プログラム検討

学校体育施設
の活用検討

スポーツデータバンク沖縄

うるま市教育委員会 うるま市経済部

協力機関

・沖縄スポーツ・ヘルスケア産業
クラスター推進協議会
実施事業者の確保支援

・沖縄ITイノベーション戦略センター
ICT活用の仕組みの検討

市内学校のモデル実証
仕組みの検討 等

市内実施事業者の支援
指定管理事業者の紹介 等

チャレンジゆうAchi
事務局

本事業の全体調整

委託事業推進
委員会

本事業の方針決定、
評価

助言

株式会社日本総合研究所

調査研究、事業成果とりまとめ

事業全体の
コーディネート
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令和2年度 学校体育施設の有効活用推進事業（スポーツデータバンク沖縄（株））

• 沖縄県うるま市内の学校体育施設においてICTツールを活用した学校施設活用のモデル検
討・トライアル検証を実施

• システムによる予約管理の検討やスマートロック、セルフチェックインシステムの設置などによる学
校施設の開放における合理化を検討

ICTを活用した学校体育施設の有効活用モデル実施（沖縄県うるま市）

これまでアナログ（書面・窓口提出）管理となってい
た学校夜間開放事業において、予約管理システム
を導入することによる業務の合理化や利用者の利
便性向上の検討を行なった。また、学校施設の活用
における鍵の管理に対して、スマートロックを設置し、
利用者が自身で鍵の開閉ができる仕組みを検討し
た。なお、県内の宿泊施設等で活用されているタブ
レットを活用したセルフチェックインシステムとの連動
により、活用日当日に現地でのスマートロックのナン
バーキーの付与などの仕組みを取り入れることで、外
部利用におけるセキュリティー強化の検討を行なった。

【協力】
• うるま市教育委員会
• 市内小学校・中学校（2校）
• OTS MICE MANAGEMENT（株）
• （株）ゴールドバリュークリエーション
• （株）構造計画研究所
• （一社）沖縄県ヨガ協会
• 学校夜間開放事業利用団体

予約システム

自治体 利用者・団体

学校体育施設管理業者

ｾﾙﾌﾁｪｯｸｲﾝｼｽﾃﾑ
チェックイン
番号付与

活用日当日
現地でチェックイン

暗証番号を付与
スマートロックで利用者が解錠

鍵の開閉
消灯等の管理

＜実証モデル＞＜既存モデル＞

Point

これまでアナログ管理・人的理
ゾースによる鍵の管理などを行
なっていたものを、ICTツールを
活用することで業務の合理
化・利便性向上を目指した

施設予約

開放日登録
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実践研究で利用されている施設の種類は、以下の通り。

約9割の自治体で、学校施設が活用されている。

3-（3）地域におけるスポーツ施設の確保方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

93

2

0 8020 6040 100

学校施設※2

公共施設

民間スポーツ施設
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（施設数）

主に利用されている施設の種類（n=132※1）

※2：学校施設には、拠点校以外の学校施設を利用している場合を含む。

※1：実践研究の場となっている自治体数103のうち、運利用施設について未回答の4自治体を除く。ただし、複数の施設を回答している自治体がいる場合は複数カウント。
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実践研究で利用されている施設の種類は、以下の通り。

どの地域でも、高い割合で学校施設が活用されている。

3-（3）地域におけるスポーツ施設の確保方策について｜休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究の状況

（施設数）

主に利用されている施設の種類（n=127※1）

※2：学校施設には、拠点校以外の学校施設を利用している場合を含む。

※1：実践研究の場となっている自治体数103のうち、利用施設について未回答の4自治体を除く。ただし、複数の施設を回答している自治体がいる場合は複数カウント。

政令市（n=14） 市区（n=69） 町村部（n=44）

79%

14%

7%

70%

30%

0%

66%

32%

2%

学校施設学校施設学校施設

公共施設

公共施設
公共施設

民間スポーツ施設 民間スポーツ施設
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